
別表２－３
別添３

番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（１） ア 4ページ
「報告書」の「報告内容」の内、１ページ目３行目
２３文字目以降全部（来場者数に関する記述）

公開 ―

（１） ア 4ページ
「報告書」の「報告内容」の内、１ページ目１３行
目２６文字目以降全部（事業者に関する記述）

公開 ―

（１） ア 4ページ

「報告書」の「報告内容」の内、１ページ目１９行
目１７文字目から２２文字目まで、４１から４７ま
で、２０行目１０文字目から１６文字目まで、２８
文字目から３５文字目まで、４８文字目から５３文
字目まで、２１行目１文字目、２２行目７文字目か
ら１４文字目まで、２１文字目から２８文字目ま
で、３３文字目から４０文字目まで、４５文字目か
ら５２文字目まで（新城市の事業費の額）

非公開 全部

（１） ア 4ページ
「報告書」の「報告内容」の内、１ページ目２４行
目２文字目以降全部（県、国等との調整に関する記
述）

公開 ―

（１） ア 4ページ
「報告書」の「報告内容」の内、１ページ目２６行
目２５文字目以降全部（国、県との施設整備の調整
に関する記述）

公開 ―

（１） ア 5ページ
「報告書」の「報告内容」の内、２ページ目３行目
２文字目以降全部、４行目全部（施設の設置管理条
例に関する記述）

公開 ―

（１） ア 5ページ
「報告書」の「報告内容」の内、２ページ目５行目
２２文字目以降全部、６行目及び７行目全部（開発
行為又は建築に関する証明申請に関する記述）

公開 ―

（１） ア 5ページ
「報告書」の「報告内容」の内、２ページ目１１行
目２文字目以降全部、１２行目２文字目以降全部
（道の駅の物販に関する記述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の「報告内容」の内、２
ページ目１１行目２文字目から１０
文字目まで

（１） ア 5ページ
「報告書」の「報告内容」の内、２ページ目１８行
目から２０行目まで全部（住民意見の集約に関する
記述）

非公開 全部

（１） ア 5ページ
「報告書」の「報告内容」の内、２ページ目２８行
目１６文字目以降全部（自家発電施設、受水槽設置
に関する記述）

公開 ―

（１） ア 8ページ

「道の駅に関する質問事項」の一覧表の「⑧」の
「回答」の内、「開発行為又は建築に関する証明申
請」の年月、「適合証明」の年月、「変更届」の年
月

公開 ―

（１） ア 9ページ

「道の駅もっくる新城　資料」の「５．事業概要・
経過」の内、１ページ目「（２）総事業費」の額、
「(内訳)」の「国費」の額、「県費」の額、「起
債」の額、「市費」の額

非公開 全部

（１） ア 10ページ
「道の駅もっくる新城　資料」の「６．木材使用」
の内、各木材の使用量の数、「７．木材製造フ
ロー」の内、各製造過程の事業者名及び所在地

非公開 全部

（１） イ 4ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「<重点道の駅「（仮称）とよはし」の概要>」の
内、位置図（範囲、面積に関する記述）、３行目全
部（位置に関する記述）

非公開 全部

（１） イ 5ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「１．現在の位置決定に至った経緯と理由」の内、
９行目２文字目以降全部、１０行目全部（位置決定
の理由に関する記述）

公開 ―

（１） イ 5ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「２．整備スケジュール及び検討内容」の「①整備
スケジュール（別紙２）」の内、４行目５文字目か
ら１０文字目まで、１３文字目から２６文字目ま
で、５行目１０文字目から１７文字目まで（予算計
上の額及び内容に関する記述）

非公開 全部

（１） イ 5ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「２．整備スケジュール及び検討内容」の「②検討
内容」の内、４行目２文字目から１４文字目まで、
１５文字目から２３文字目まで（施設の管理運営に
関する記述）

公開 ―

（１） イ 5ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「２．整備スケジュール及び検討内容」の「②検討
内容」の内、５行目８文字目から１１文字目まで、
１９文字目から２９文字目まで（施設の管理運営に
関する記述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「【ヒアリ
ング内容】」の「２．整備スケ
ジュール及び検討内容」の「②検討
内容」の内、１９文字目から２９文
字目まで
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番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（１） イ 5ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「３．整備検討にかかる検討体制」の内、１ページ
目左枠内２行目４文字目以降全部、５行目及び６行
目全部、７行目から９行目全部（庁内組織の構成内
容に関する記述）、右枠内２行目４文字目以降全部
（庁外組織の構成内容に関する記述）、右枠外１行
目２文字目以降全部、２行目全部（庁内組織の構成
内容に関する記述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「【ヒアリ
ング内容】」の「３．整備検討にか
かる検討体制」の内、１ページ目右
枠内２行目４文字目以降全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「３．整備検討にかかる検討体制」の内、２ページ
目左枠内２行目全部、４行目から６行目全部（庁内
組織の構成内容に関する記述）、右枠内２行目４文
字目以降全部（庁外組織の構成内容に関する記述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「【ヒアリ
ング内容】」の「３．整備検討にか
かる検討体制」の内、２ページ目右
枠内２行目４文字目以降全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目２行目３４文字目以降全部、３行
目１文字目から８文字目まで（重点「道の駅」応募
についての国との調整・協議に関する記述）

非公開 全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目６行目８文字目以降全部、７行目
全部（「道の駅」応募についての豊橋市の方針に関
する記述）

公開 ―

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目９行目２３文字目以降全部、１０
行目から１３行目全部（重点「道の駅」応募におけ
る企画提案書についての国との調整・協議に関する
記述）

非公開 全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目１４行目１７文字目から３１文字
目まで（道の駅募集に関する記述）

公開 ―

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目１４行目３２文字目以降全部、１
５行目及び１６行目全部（「道の駅」応募について
の国との調整・協議に関する記述）

非公開 全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目１７行目２文字目以降全部、１８
行目全部（「道の駅」整備についての豊橋市の見解
に関する記述）

非公開 全部

（１） イ 6ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、１ページ目２３行目から２５行目まで全部、
２６行目２４文字目以降全部、２７行目全部（重点
「道の駅」応募、選定についての豊橋市の方針に関
する記述）

公開 ―

（１） イ 7ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、２ページ目２行目７文字目以降全部、３行目
全部、４行目１文字目から３２文字目まで（重点
「道の駅」応募における国との調整・協議に関する
記述）

非公開 全部

（１） イ 7ページ

「報告書」の報告内容の「【ヒアリング内容】」の
「４．重点「道の駅」応募及び選定に関する事項」
の内、２ページ目１０行目２文字目以降全部、１１
行目全部（「道の駅」整備に伴う補助金に関する記
述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「【ヒアリ
ング内容】」の「４．重点「道の
駅」応募及び選定に関する事項」の
内、２ページ目１０行目３３文字目
以降全部、１１行目全部

（１） イ 10ページ
「報告書」の別紙１の１ページ目２２行目１８文字
目から２８文字目まで（道の駅「（仮称）とよは
し」協議会の組織構成に関する記述）

公開 ―

（１） イ 10ページ

「報告書」の別紙１の１ページ目２７行目２文字目
から６文字目まで（現在までに要した費用の額）、
２９行目２文字目から８文字目まで（今後想定され
る費用の額）

非公開 全部

（１） イ 11ページ
「報告書」の別紙１の２ページ目４行目２文字目以
降全部（県や国等との調整に関する記述）

公開 ―

（２） イ 3ページ
「報告書」の報告内容の「(3)「道の駅」における産
直施設について」の内、１行目２１文字目から２６
行目まで（産直施設の位置に関する記述）

公開 ―
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番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（２） エ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(1)市商工会の現状と日進
市「道の駅」に期待すること」の内、２ページ目２
５行目２文字目から１４文字目まで（候補地の位置
に関する記述）

公開 ―

（２） キ 1ページ

「報告書」の報告内容の「(1)「道の駅」整備の経
緯・理由、施設規模の検討、候補地選定の過程につ
いて」の内、１ページ目１行目２文字目以降全部、
２行目全部、３行目２文字目以降全部（瀬戸市にお
ける「道の駅」整備についての内部調整・協議に関
する情報）

非公開 全部

（２） キ 1ページ

「報告書」の報告内容の「(1)「道の駅」整備の経
緯・理由、施設規模の検討、候補地選定の過程につ
いて」の内、１ページ目５行目２４文字目から３０
文字目まで（総事業費の額）、一覧表「内訳」の額

非公開 全部

（２） キ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(1)「道の駅」整備の経
緯・理由、施設規模の検討、候補地選定の過程につ
いて」の内、２ページ目３行目１６文字目から２３
文字目まで、５行目６文字目から１３文字目まで、
６行目２文字目以降全部、７行目全部（隣接地の使
用に関する記述）

非公開 全部

（２） キ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(2)産直施設の概要につい
て（運営状況等）」の「①施設の概要」の内、４行
目２文字目以降全部、５行目全部（第三セクターの
会社設立に関する記述）

公開 ―

（２） キ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(2)産直施設の概要につい
て（運営状況等）」の「②現在の運営」の内、１行
目２文字目以降全部、２行目３７文字目以降全部、
３行目全部（経営状況に関する記述）

公開 ―

（２） キ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(2)産直施設の概要につい
て（運営状況等）」の「③農産物の品質管理」の
内、１ページ目１行目２５文字目及び２６文字目
（産直会員数）、４行目２文字目以降全部、５行目
全部、６行目２文字目以降全部（地元農業者の産直
会員登録に関する記述）、８行目２８文字目以降全
部、９行目及び１０行目全部（品質管理に関する記
述）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「(2)産直施
設の概要について（運営状況等）」
の「③農産物の品質管理」の内、１
ページ目６行目２文字目以降全部

（２） キ 3ページ

「報告書」の報告内容の「(2)産直施設の概要につい
て（運営状況等）」の「③農産物の品質管理」の
内、２ページ目４行目２文字目から３０文字目ま
で、６行目３０文字目以降全部、７行目１文字目か
ら４文字目まで（経営に関する記述）

公開 ―

（２） キ 3ページ

「報告書」の報告内容の「(3)整備にあたり活用した
補助金があれば補助金について（ソフト・ハード含
めて）」の「【活用した補助金】」の内、一覧表の
額、２行目２文字目以降全部、３行目２文字目以降
全部、４行目全部（補助金交付要件に関する記述）

公開 ―

（２） キ 3ページ

「報告書」の報告内容の「(4)整備後に気付いた点や
課題、本市が整備を進める中で必要と思われる事
項」の「①産直施設」の内、１行目２５文字目以降
全部、２行目全部、４行目４文字目から１１文字目
まで（産直施設におけるバックヤードの確保、防犯
管理に関する記述）

公開 ―

（２） キ 4ページ

「報告書」の報告内容の「(4)整備後に気付いた点や
課題、本市が整備を進める中で必要と思われる事
項」の「②「道の駅」全般」の内、２ページ目９行
目２文字目から１０文字目まで（レストラン運営の
留意事項に関する記述）

公開 ―

（２） キ 4ページ

「報告書」の報告内容の「(4)整備後に気付いた点や
課題、本市が整備を進める中で必要と思われる事
項」の「③その他」の内、３行目２５文字目から３
１文字目まで、３４文字目以降全部、４行目全部
（担当職員の業務に関する記述）

公開 ―

（３） エ 3ページ
「２．「道の駅」整備に向けた研究会の検討イメー
ジ」(１)設置箇所の検討」の内、左上図面（設置箇
所の位置図）

非公開 全部
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番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（３） キ 5ページ

「３．道の駅での大学連携事業の可能性（２）日進
市の現状」の内、「<放課後子ども教室の利用状況
>」の一覧表の「Ｈ２８」の「登録人数」及び「１日
平均」の数、「<公設児童クラブの利用状況>」の一
覧表の「Ｈ２８」の「登録人数」及び「待機人数」
の数、「<民間児童クラブの利用状況>」の一覧表の
「Ｈ２８」の「登録人数」及び「待機」の数

公開 ―

（３） キ 6ページ
「４．道の駅イメージ検討（１）デザイン性の高い
「道の駅」のイメージとは？」の内、左上四角内の
図（候補地位置図）

公開 ―

（３） ケ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【研究会内容のまとめ
（概略）】(2)大学コンソーシアム構想の検討につい
て<市民協働課>」の内、３行目１６文字目から１９
文字目まで、２１文字目から２６文字目まで、３４
文字目から４０文字目まで、４行目２文字目から８
文字目まで（大学名）

非公開 全部

（３） コ 7ページ

「４－１．子育て支援の検討(3)市内の主な子育て支
援施設②市内の主な公演（近隣公園）及び子育て支
援センターの位置と駐車台数」の「<駐車台数>」表
の内、「①名古屋学芸大学子どもケアセンター」及
び「②日東子育て支援センター（日東保育園内）」
の「駐車台数」

公開 ―

（３） シ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【研究会内容のまとめ
（概略）】(1)「道の駅」の目的・必要性の整理につ
いて」の「【情報発信】」の内、１行目３５文字目
以降全部、２行目１文字目から３３文字目まで（産
業振興課からの観光視点での情報発信に関する記
述）

公開 ―

（３） ス 8ページ

「３－２．農業振興における導入機能の検討」の右
下の図「買－産地直売所－」の内、右上四角内の３
行目４文字目以降全部、４行目全部、５行目１文字
目から７文字目まで（日進市の農業生産物の加工販
売に関する記述）、画像及び画像説明（日進市の農
業生産物の加工販売物の画像、事業者名）

公開 ―

（４） ア 1ページ

「報告書」の報告内容の「【相談の要旨】」の「打
合せ後、道路維持課　山田課長からいただいた意見
等」の内、１行目２文字目以降全部、２行目全部、
３行目２文字目以降全部、４行目及び５行目全部、
６行目２文字目以降全部、７行目全部（「道の駅」
整備の可能性等についての意見に関する記述）

公開 ―

（４） ア 3ページ

「報告書」の別紙資料の「１．日進市のおける「道
の駅」の検討について」の「【候補地案】」の「◎
利点」の内、１行目２文字目から９文字目まで、７
行目２文字目から１２文字目まで（候補地の位置に
関する記述）

公開 ―

（４） イ 1ページ

「報告書」の報告内容の「(1)平成27年度に導入した
愛知県の事例について」の内、１ページ目２行目
「【工事費内訳】」の表の金額（愛知県庁に導入し
た水素ステーション整備費の工事費内訳）

非公開 全部

（４） イ 1ページ

「報告書」の報告内容の「(1)平成27年度に導入した
愛知県の事例について」の内、１ページ目５行目３
２文字目以降全部、６行目全部（工事費用に関する
記述）

公開 ―

（４） イ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(1)平成27年度に導入した
愛知県の事例について」の内、２ページ目１０行目
２文字目以降全部、１１行目全部（愛知県の移動式
水素ステーションの運用に関する記述）

公開 ―

（４） イ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(1)平成27年度に導入した
愛知県の事例について」の内、２ページ目１２行目
２文字目以降全部（愛知県の移動式水素ステーショ
ンの運用に関する記述）

公開 ―

（４） イ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(1)平成27年度に導入した
愛知県の事例について」の内、２ページ目１３行目
２文字目以降全部、１４行目全部（愛知県の移動式
水素ステーションの運用に関する記述）

公開 ―

（４） イ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(2)水素ステーションの概
要について（移動式を中心に）」の内、１ページ目
６行目１７文字目以降全部、７行目全部（水素ス
テーションの導入費用に関する記述）

公開 ―
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番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（４） イ 2ページ

「報告書」の報告内容の「(2)水素ステーションの概
要について（移動式を中心に）」の内、１ページ目
１０行目２文字目以降全部、１１行目全部（水素ス
テーションの維持費に関する記述）

公開 ―

（４） イ 3ページ

「報告書」の報告内容の「(2)水素ステーションの概
要について（移動式を中心に）」の内、２ページ目
２行目１９文字目以降全部、３行目１文字目から１
７文字目まで（水素ステーションの主要な事業者
名）

公開 ―

（４） ウ 1ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(1)一体型
整備に向けた愛知県の支援、協力について」の内、
６行目４文字目以降全部（用地費の額に関する記
述）

非公開 全部

（４） ウ 1ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(1)一体型
整備に向けた愛知県の支援、協力について」の内、
９行目９文字目（新規の道の駅の用地面積の数）、
１０行目３３文字目、１１行目１１文字目（豊橋市
における用地面積の数）、１２行目１５文字目から
１７文字目まで（現候補地における拡張可能な用地
面積の数）

審査会が非公開
妥当と判断した
部分を除き公開

「報告書」の報告内容の「【打合せ
内容】(1)一体型整備に向けた愛知県
の支援、協力について」の内、１０
行目３３文字目、１１行目１１文字
目

（４） ウ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(2)地域振
興施設の検討内容について」の内、２ページ目３行
目３５文字目以降全部、４行目１文字目から１４文
字目まで（産業振興についての愛知県の意見に関す
る記述）

公開 ―

（４） ウ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(3)水素ス
テーションの検討について」の内、５行目２文字目
以降全部、６行目全部（道の駅における水素ステー
ションに対する国・県の支援についての愛知県の意
見に関する記述）

公開 ―

（４） ウ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(3)水素ス
テーションの検討について」の内、７行目２文字目
以降全部、８行目全部（道の駅における水素ステー
ションに対する国・県の支援についての愛知県担当
者の意見に関する記述）

公開 ―

（４） ウ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(4)今後の
スケジュールについて」の内、２行目８文字目以降
全部、３行目全部（市の年次計画に対する愛知県担
当者の意見に関する記述）

公開 ―

（４） ウ 2ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(4)今後の
スケジュールについて」の内、６行目２文字目以降
全部、７行目１文字目から９文字目まで（「重点」
採択についての愛知県担当者の意見に関する記述）

公開 ―

（４） ウ 3ページ

「報告書」の報告内容の「【打合せ内容】(5)その
他」の内、１行目２３文字目（県内で「道の駅」に
手を挙げている市町の数）、２６文字目以降全部、
２行目１文字目から７文字目まで、１６文字目から
１８文字目まで（県内で「道の駅」に手を挙げてい
る市町名）

非公開 全部

（４） ウ 4ページ

「報告書」の別紙資料「日進市における「道の駅」
の設置検討について（１）日進「道の駅」の検討概
要」の「１）設置位置（H28.7月時　候補地）、日進
の課題」の「【候補地の特徴】」の内、６行目２文
字目から８文字目まで（候補地の位置に関する記
述）

公開 ―

（４） ウ 4ページ

「報告書」の別紙資料「日進市における「道の駅」
の設置検討について（１）日進「道の駅」の検討概
要」の「２）「道の駅」検討イメージ（H28年度に基
本構想等を検討する予定であり、内容は今後検討予
定）」の「<提案の先駆性・ポイント>」の内、３行
目４文字目から３７文字目まで（市特有の課題解決
を目指す住民サービスの例に関する記述）

公開 ―

（４） ウ 4ページ

「報告書」の別紙資料「日進市における「道の駅」
の設置検討について（４）県道路維持課、産業科学
技術課等との打合経緯」の表の内、「H28.6.15」の
「備考」覧の１行目５文字目から９文字目まで（東
邦ガスの組織名）

公開 ―

- 5 -



番号※ 記号※ ページ 実施機関が非公開とした部分（その内容） 審査会の判断 審査会が非公開妥当と判断した部分

（５） ア 1ページ

「「道の駅」検討結果報告書」の「〇候補地検討
（６案）」の一覧表の内、「候補地Ａ」、「候補地
Ｂ」、「候補地Ｃ」、「候補地Ｄ」、「候補地Ｆ」
の地名及び位置図

公開 ―

（５） ア 2ページ
「「道の駅」検討結果報告書」の「※候補地Ｅ（日
進消防署付近）での検討例」の詳細図

非公開 全部

（５） イ 1ページ
「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の詳細
図

非公開 全部

（５） イ 1ページ
「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の「(1)
候補地」の２行目１１文字目以降全部（候補地の位
置に関する記述）

非公開 全部

（５） イ 1ページ

「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の「(2)
敷地面積」の２行目１２文字目から１４文字目まで
（全体面積の内、①道路管理区域の面積の数）、２
５文字目から２７文字目まで（全体面積の内、②地
域振興区域の面積の数）

公開 ―

（５） イ 1ページ
「●道の駅」の「２．導入機能・施設（案）」の一
覧表の内、「導入施設」及び「施設詳細」の全部

公開 ―

（５） イ 1ページ

「●道の駅」の「４．懸案事項」の「(3)用地」の１
行目２文字目以降全部、２行目２文字目以降全部
（候補地における用地に関する記述）、「(4)工事」
の１行目２文字目以降全部、２行目２文字目以降全
部（候補地における工事に関する記述）

公開 ―

（５） イ 1ページ
「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の詳細
図

非公開 全部

（５） イ 1ページ
「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の「(1)
候補地」の２行目１１文字目以降全部（候補地の位
置に関する記述）

非公開 全部

（５） ウ 1ページ

「●道の駅」の「１．候補地及び敷地面積」の「(2)
敷地面積」の２行目１２文字目から１４文字目まで
（全体面積の内、①道路管理区域の面積の数）、２
５文字目から２７文字目まで（全体面積の内、②地
域振興区域の面積の数）

公開 ―

（５） ウ 1ページ
「●道の駅」の「２．導入機能・施設（案）」の一
覧表の内、「導入施設」、「施設詳細」の全部

公開 ―

（５） ウ 1ページ

「●道の駅」の「４．懸案事項」の「(3)用地」の１
行目２文字目以降全部、２行目２文字目以降全部
（候補地における用地に関する記述）、「(4)工事」
の１行目２文字目以降全部、２行目２文字目以降全
部（候補地における工事に関する記述）

公開 ―

※別表１－１における本件公文書の番号及び資料名の記号を指す。

備考１：行数は、文字が記載された行を上から数えたものである。

備考２：文字数は、当該行の記載のある文字について左から数えたもので、 句読点及び記号等の表記も一文字として数えたものであ

る。

備考３：「審査会が非公開妥当と判断した部分」の項中「―」は、審査会が非公開妥当と判断した部分がないことを示すものである。
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